
■町民の皆さまへ
『ゆあさクーポン(第３弾)』の使用期限は
令和５年２月28日㊋です。
まだクーポンを使っていない方は、ご注意ください。

■取扱店の皆さまへ
ゆあさクーポンの換金請求期限は
令和５年３月10日㊎です。
期限以降は請求書の受付ができませんので、
必ず期日までに窓口にて請求手続きを行ってください。

ふるさと振興課商工観光係 ℡64-1112問

ゆあさんぽ（事業所紹介ホームページ）
取扱店の詳細情報を掲載しています

湯浅町ホームページ
最新の取扱店を掲載しています

■シロウオ漁体験
■シロウオすくい
■シロウオ踊り食い
■シロウオ・シロウオ料理の販売
■スタンプラリー
■マルシェ（特産品販売等） ほか

予定イベント

開催場所

お問合せ

開 催 日

荒天中止
3月19日㊐ 
10時～14時
広橋周辺

湯浅町シロウオまつり実行委員会事務局　℡64－1112

※月間中はシロウオ写真コンテストの写真を募集しています！
※詳細については、湯浅町ホームページをご覧ください！

シロウオ月間：2月19日日～3月31日金

※新型コロナウイルス感染症の拡大により、内容変更または中止となる可能性があります。

ゆあさクーポンが使えるお店は下記サイトから確認できます

5 令和５年２月


